
 
北広島市民交流センター条例及び北広島市地域交流センター条例の一部改正

について 
 

北広島市教育委員会生涯学習部 
 
 平成１０年に開設した北広島市芸術文化ホール、北広島市図書館ですが、建

設にあたっては国の「まち並みまちづくり総合支援事業」などの補助金を導入

したことから、条例名を補助申請時の名称と同じ「北広島市民交流センター条

例」・「北広島市地域交流センター条例」とし、条例第 2 条で施設の名称をそれ

ぞれ「北広島市芸術文化ホール」・「北広島市図書館」と定めました。 
 １０年が経過し、両施設ともに、ホール・図書館という呼び方が定着してき

たことから、条例名と施設名を一致させ、明確に市民のためのホールと図書館

であることを示すものです。加えて利便性の向上のため北広島市芸術文化ホー

ルの開館時間を早めます。 
 

【芸術文化ホールの主な改正点】 
 ・条例名を北広島市芸術文化ホール条例とする。 
・芸術文化ホールの開館時間が現在 9 時 30 分であるが、利便性向上のため開

館時間を 9 時に変更する規則の改正を行う。 
【図書館の主な改正点】 
 ・条例名を北広島市図書館条例とする。 
・図書館法 10 条に基づいて設置された図書館であることを明記する。 
・各地区の図書室の名称・所在等を明らかにする。 
・図書館法第 14 条に基づく正式な付属機関として、北広島市図書館協議会の

設置規定を設ける。 


